
静岡県告示第618号

静岡県私立高等学校授業料減免事業費補助金交付要綱（令和２年静岡県告示第681号）の一部を次のように

改正する。

令和６年９月27日

静 岡 県 知 事 鈴 木 康 友

改正前 改正後

第１ 趣旨

知事は、静岡県内に所在する全日制の私

立高等学校（特別支援学校の高等部を除

く。以下「私立高等学校」という。）におけ

る教育に係る経済的負担の軽減を図り、も

って教育の機会均等に寄与するため、授業

料等の負担軽減を図る私立高等学校を設置

している者（以下「設置者」という。）に対

し、補助金を交付するものとし、その交付

に関しては、静岡県補助金等交付規則（昭

和31年静岡県規則第47号）及びこの要綱の

定めるところによる。

第７ 実績報告

(２)に定める提出期限までに(１)に定める書

類によりに実績報告を行う。ただし、保護

者等に起因したやむを得ない事情により過

年度において訂正の必要が生じた場合に

は、設置者は、速やかに実績報告の訂正を

行うとともに、知事は、過年度支出又は過

年度返納において対応することとする。

(1)・(2）（略）

第１ 趣旨

知事は、静岡県内に所在する全日制の私

立高等学校（特別支援学校の高等部を除

く。以下「私立高等学校」という。）におけ

る教育に係る経済的負担の軽減を図り、も

って教育の機会均等に寄与するため、授業

料等の負担軽減を図る私立高等学校を設置

している者（以下「設置者」という。）に対

し、予算の範囲内において、補助金を交付

するものとし、その交付に関しては、静岡

県補助金等交付規則（昭和31年静岡県規則

第47号）及びこの要綱の定めるところによ

る。

第７ 実績報告

設置者は、(1)に定める書類により(２)に定

める提出期限までに実績報告を行わなけれ

ばならない。ただし、保護者等に起因した

やむを得ない事情により過年度において訂

正の必要が生じた場合には、設置者は、速

やかに実績報告の訂正を行うとともに、知

事は、過年度支出又は過年度返納において

対応することとする。

(1)・(2）（略）



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

様式第２号（第４号）を次のように改める。

別表

１ （略）

（略）

２・３ （略）

別表

１ （略）

（略）

２・３ （略）

区分 支援対象者 支援額 必要書類

（略） （略）

（４）

就学支援金の対象者

で、政令第１条第２項

第１号に掲げる額から

第２号に掲げる額を控

除した額が203,100円以

上260,700円未満である

者

（略）

区分 支援対象者 支援額 必要書類

（略） （略）

（４）

就学支援金の対象者

で、政令第１条第２項

第１号に掲げる額から

第２号に掲げる額を控

除した額が203,100円以

上275,100円未満である

者

（略）



様式第２号（第４号）別紙１を次のように改める。



様式第６号を次のように改める。



様式第６号別紙１を次のように改める。



別紙様式１の２を次のように改める。



附 則

この告示は、公示の日から施行し、令和６年度分の補助金から適用する。


